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（
内
閣
委
員
会
）

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

、

、

本
法
律
案
は

最
近
に
お
け
る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
状
況
及
び
そ
の
防
止
対
策
に
関
す
る
国
際
的
動
向
に
か
ん
が
み

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
を
図
り
、
併
せ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
等
の
的
確
な

実
施
を
確
保
し
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
全
と
平
穏
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
経
済
活
動
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

１

「
犯
罪
に
よ
る
収
益
」
と
は
、
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
犯
罪
収

益
等
、
又
は
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び

向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
薬
物
犯
罪
収
益
等
を
い
う
。

２

「
特
定
事
業
者
」
と
は
、
金
融
機
関
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ー
ス
業
者
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
業
者
、
宅
地
建
物
取
引
業

者
、
貴
金
属
等
取
引
業
者
、
郵
便
物
受
取
・
電
話
受
付
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書
士
、
公
認
会
計

士
、
税
理
士
等
を
い
う
。
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二
、
国
家
公
安
委
員
会
の
責
務
等

国
家
公
安
委
員
会
は
、
特
定
事
業
者
に
よ
る
措
置
が
的
確
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
特
定
事
業
者
に
対
し
情

報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
の
重
要
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る

。

、

、

、

よ
う
努
め
る

ま
た

国
家
公
安
委
員
会
は

特
定
事
業
者
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
犯
罪
に
よ
る
収
益
に
関
す
る
情
報
等
が

刑
事
事
件
の
捜
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
並
び
に
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
国
際
的
な
情
報
交
換
そ
の
他
の

協
力
に
有
効
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
迅
速
か
つ
的
確
に
そ
の
集
約
、
整
理
及
び
分
析
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三
、
特
定
事
業
者
に
よ
る
措
置
等

１

特
定
事
業
者
（
弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
を
除
く
。
以
下
同
じ

）
は
、
一
定
の
取
引
に
つ
い
て
顧
客
等
の
本
人
特
定

。

事
項
（
自
然
人
は
氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
、
法
人
は
名
称
、
所
在
地
）
の
確
認
（
以
下
「
本
人
確
認
」
と
い
う

）
。

を
行
う
と
と
も
に
、
本
人
特
定
事
項
、
本
人
確
認
の
た
め
に
と
っ
た
措
置
等
に
関
す
る
記
録
（
以
下
「
本
人
確
認
記
録
」

と
い
う

）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

特
定
事
業
者
は
、
一
定
の
取
引
を
行
っ
た
場
合
、
顧
客
等
の
本
人
確
認
記
録
を
検
索
す
る
た
め
の
事
項
、
当
該
取
引
の

期
日
及
び
内
容
等
に
関
す
る
記
録
等
（
以
下
「
取
引
記
録
等
」
と
い
う

）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
七
年
間
保
存
し
な
け
れ

。
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ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
事
業
者
（
司
法
書
士
、
行
政
書
士
、
公
認
会
計
士
及
び
税
理
士
等
を
除
く

）
は
、
一
定
の
業
務
に
お
い
て
収
受

。

し
た
財
産
が
犯
罪
に
よ
る
収
益
で
あ
る
疑
い
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
事
項
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
行
政
庁
等
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
国
家
公
安
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

業
と
し
て
為
替
取
引
を
行
う
特
定
事
業
者
は
、
外
国
為
替
取
引
を
行
う
と
き
は
、
顧
客
の
本
人
特
定
事
項
等
を
通
知
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
に
よ
る
本
人
確
認
、
本
人
確
認
記
録
の
作
成
及
び
保
存
並
び
に
取
引
記
録
等
の
作
成
及
び
保

、

。

存
に
相
当
す
る
措
置
に
つ
い
て
は

司
法
書
士
等
の
例
に
準
じ
て
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

四
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供

１

国
家
公
安
委
員
会
は
、
特
定
事
業
者
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
事
項
及
び
外
国
に
お
い
て
疑
わ

し
い
取
引
に
関
す
る
事
項
等
を
扱
う
機
関
（
以
下
「
外
国
機
関
」
と
い
う

）
か
ら
提
供
さ
れ
た
情
報
並
び
に
こ
れ
ら
を

。

整
理
し
又
は
分
析
し
た
結
果
（
以
下
「
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
」
と
い
う

）
が
、
検
察
官
等
に
よ
る
犯
罪
収
益

。

に
関
わ
る
罪
等
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査
又
は
犯
則
事
件
の
調
査
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
検
察
官
等
に
提
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供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
外
国
機
関
に
対
し
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
と
認
め
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
そ
の
他

特
定
事
業
者
に
対
す
る
監
督
、
罰
則
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

六
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
特
定
事
業
者
に
よ
る
措
置
等
に
係
る
規
定
に
つ

い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
等
を
勘
案
し
、
検
討
が
加
え
ら

れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。


